
 

令和３年９月１日 

          生 活 文 化 政 策 部 

文化・芸術振興課 

 

世田谷区立世田谷文学館の指定管理者の指定 

 

 

１ 主旨 

  世田谷区立世田谷文学館条例（以下、条例）第１７条第１項に基づき、世田谷区立世

田谷文学館の指定管理者の候補者の適格性審査を実施し、令和４年４月からの指定管理

者候補者を選定した。 

当該指定管理者候補者を指定管理者として指定するための議案を令和３年区議会第三

回定例会に提出する。 

 

２ 施設名称及び指定管理者の候補者名等 

施設名称 所在地 
指定管理者候補者名 

及び所在地 

世田谷区立世田谷文学館 
世田谷区南烏山一

丁目１０番１０号 

公益財団法人せたがや文化財団 

世田谷区太子堂四丁目１番１号 

 

３ 指定期間 

５年間（令和４年４月１日～令和９年３月３１日） 

 

４ 選定方法等 

（１）選定方法 

世田谷区文化施設指定管理者選定委員会設置要綱に基づき選定委員会を設置し、選

定方法について審議した結果、指定管理者制度を適用し、非公募による適格性審査に

より候補者選定を行うこととした。 

条例第１７条第３項の審査基準に基づき、事業者から提出された事業計画書等の書

類審査、財務審査、及びヒアリングを行い、指定管理者候補者を選定した。 

（２）選定委員会の構成 

氏  名 役 職 ・ 所 属 等 

○伊藤 裕夫 日本文化政策学会顧問 

垣内 恵美子 
政策研究大学院大学教授 

第３期文化・芸術振興計画（調整計画）検討委員 

柏 雅康 しもきた商店街振興組合 理事長 

草加 叔也 有限会社空間創造研究所 代表取締役 

清水 昭夫 
世田谷総合支所長 

（※令和３年３月３１日までは志賀 毅一） 

内田 潤一 
教育委員会生涯学習部長 

（※令和３年３月３１日までは林 勝久） 

片桐 誠 
生活文化政策部長 

（※令和３年３月３１日までは松本 公平） 

  ※「○」は委員長 



 

（３）選定委員会開催状況 

   第１回選定委員会 令和３年３月 ３日（選定方法の審議） 

   第２回選定委員会 令和３年５月３１日（審査方法、審査項目の審議） 

第３回選定委員会 令和３年７月 ７日（最終審査、指定管理候補者の選定） 

 

５．選定結果 

  条例第１７条第３項の審査基準に基づき、選定委員会において事業者から提出された

事業計画書の審査、財務審査、ヒアリング等の結果を総合的に評価した結果、「適格」

であるとの評価を受け、次期指定管理者の候補者として選定した。なお、選定結果は別

紙１のとおり。 

   

６．選定理由 

  世田谷区立世田谷文学館の選定団体は、指定管理者として、豊富な実績とノウハウを

有している。全国の文学館のモデルともなる”文学を体験できる”工夫を凝らした企画

展の実施や、区の文化政策と連動した自主事業等、経験を活かした柔軟な事業展開につ

いて高い評価を得ている。また、各文化施設との連携企画も展開しており財団としての

総合力を十分発揮している。施設の利用者数の減少がみられるが、より一層、区と指定

管理者が連携・協力しながら施設運営及び事業展開に取り組むことで、施設利用の促進

や更なる区民サービスの向上を図ることが期待できる。以上のことから、指定管理者の

候補者として適していると判断した。 

 

７．今後のスケジュール（予定） 

令和３年９月 区議会第３回定例会（指定管理者の指定の提案） 

令和４年４月 次期指定管理者による管理運営開始



別紙１ 

選定結果表 

 

１．施設名称 

 世田谷区立世田谷文学館 

 

２．申請団体 

団体名・代表者 所在地 

公益財団法人せたがや文化財団 

理事長 青柳 正規 
世田谷区太子堂四丁目１番１号 

 

３．指定管理者の候補者名 

 公益財団法人せたがや文化財団 

 

４．指定期間 

５年間（令和４年４月１日～令和９年３月３１日） 

 

５．審査結果 

（１）財務審査 

評価結果 Ａ（良好な法人と考えられる） 

※公認会計士による４段階評価、Ａ（良好な法人と考えられる）、Ｂ（おおむね

良好な法人と考えられる）、Ｃ（改善が必要な法人と考えられる）、Ｄ（破綻

状態にある法人と考えられる）とした。評価Ｄの場合は不合格とし、次の審査

を実施しない。 

（２）総合評価 

審査項目 配点 点数 

運営方針・経営理念に関する事項 240 222 

組織運営体制等に関する事項 360 288 

管理運営に関する事項・安全管理に関する事項 240 168 

区の文化政策と連動した自主事業等に関する事項 540 469 

サービスの質の向上に関する事項 480 410 

効果的な管理運営に関する事項 180 138 

特に提案を求める事項 360 292 

小計 2,400 1,987 

管理運営の実績による加点  99 

合計 2,086 

  ※合格基準：配点合計の７０％（１，６８０点） 

  ※実績評価の反映として、「世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドライン」に

沿って、5％分を加点した合計点数を基に合格基準を満たしているか判断した。 


